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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年１２月１１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年５月１４日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 沖縄県石垣市石垣島東岸の浅礁 

石垣市所在の石垣港登
と

野城
の し ろ

第２防波堤灯台から真方位０５９°１

０,８００ｍ付近 

（概位 北緯２４°２２.９′ 東経１２４°１５.４′） 

事故調査の経過  平成２６年５月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八宏
ひろ

徳
とく

丸、４.９トン 

 ＯＮ３－７１３５７（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.９５ｍ（Lr）×２.１３ｍ×０.９８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３５８kＷ、平成３年１０月１０日  

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３１歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免 許登録日 平成２４年４月２５日 

  免許証交付日 平成２４年４月２５日 

         （平成２９年４月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過 本船は、船長ほか２人が乗り組み、船長が操舵室に作り付けた板

（ベンチ）に腰を掛けて単独で船橋当直に当たり、３海里（Ｍ）レン

ジとしたレーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、石垣島白保
し ら ほ

埼南

東方沖を約６ノットの速力で自動操舵により、東南東進した。 

本船の操舵装置は、‘目的地へダイレクトに航行できるように自動

で操舵を行う機能’（以下「航法モード」という。）を有していた。 

本船は、まぐろ延縄漁の漁場へ直航する経路上に浮魚礁が多数設置

されているので、うかいするため、白保埼南東方沖約１６Ｍの地点を

経由することとし、平成２６年５月１４日０３時００分ごろ経由地点

に着き、船長が、クラッチを中立にして船位の確認を行い、ＧＰＳプ

ロッターにあらかじめ入力していた漁場の地点を表示させて針路を設

定した後、航法モードを使用して南南東方に向けて航行を始めた。 
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船長は、漁場において、僚船と適切な距離を保つ必要があるので、

レーダーのガードリング機能を３Ｍに設定し、また、ＧＰＳプロッタ

ーに設定した針路から船首方位が２０°外れれば、警報が鳴るように

設定した。 

船長は、操舵室天井窓から頭を出して周囲に船のいないことを確認

し、たばこを吸った後、船尾に行って小用を足した際、石垣島の街明

かりが見えていた。 

船長は、操舵室の壁に背中をもたせかけ、ひざの上に漫画本を置い

て読みながら、また、機関室の上の部屋にいた乗組員と何時ごろ漁場

に着くだろうというような会話をしていたが、いつの間にか居眠りに

陥り、本船が０５時１０分ごろ石垣島東岸（白保埼の北北東方２.４

Ｍ付近）の浅礁に乗り揚げた。 

船長は、携帯電話で１１８番通報して海上保安庁に救助を要請し、

来援した海上保安庁のヘリコプターに全員が吊
つ

り上げ救助された。 

本船は、後日、作業船によって浅礁から引き出され、転覆した状態

で石垣港にえい
．．

航されて陸揚げされた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約１０m/s 

海象：波向 南、波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 

 

船長は、本事故後、航法モードの設定手順について、思い返した

が、間違いはなかったと思った。 

船長は、本事故後、南南東方に向けて航行を開始してから、小用を

足して操舵室へ戻るまで、約１０～１５分ほど掛かったと思った。 

船長は、前回の操業期間が４～５日であったこと、及び今回の出港

前に２日間の休息がとれていたので、疲れを感じていなかった。 

船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターの警報音を聞かなかった。

船長は、ふだん、船橋当直中に眠気を感じたら、他の乗組員に交替

してもらうか、漂泊して睡眠をとるようにしていた。 

船長は、約６年前から本船に乗船し、昨年の７月から船長になっ

た。 

乗組員のうちの１人は、船長経験があり、乗り揚げた直後、ＧＰＳ

プロッターの画面を見て何で反対方向に来ているのかと言った。 

乗組員は、本船の回頭に気付かなかった。 

乗組員は、船体傾斜のために救命胴衣を取り出すことができなかっ

た。 

操舵室は、当直者１人分のスペースしかなかった。 

操舵室の窓は、右舷側及び後方にあり、どちらも開けてあった。 

操舵室の舵輪は外されており、操縦方法は、手動、遠隔、自動Ａ、

自動Ｂ及び航法モードに切り替える方式であり、切替えスイッチのあ

る制御箱は、操舵室前面の窓枠の下に取り付けられていた。 

本船の操舵関係の機器は、昨年の３月頃に整備した。 
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本船は、船首を北北東方に向けて乗り揚げ、その後、南寄りの風浪

に圧流されて陸岸の方向に移動し、左舷側に大きく傾いた。 

本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.８ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

なし 

本船は、石垣島白保埼南東方沖を航法モードで南南東進していた

際、入力した漁場の地点に向かう針路を外れて航行することとなった

ものの、船橋当直中の船長が、操舵室で作り付けた板に腰を掛けてい

たところ、居眠りに陥ったことから、石垣島東岸の浅礁に乗り揚げた

ものと考えられる。 

本船が入力した漁場に向かう針路を外れて航行するに至ったことに

ついては、その要因を明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、石垣島白保埼南東方沖を航法モードで南

南東進していた際、入力した漁場の地点に向かう針路を外れて航行す

ることとなったものの、船橋当直中の船長が、操舵室で作り付けた板

に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、石垣島東岸の浅礁に

乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操舵室が狭く、同じ姿勢が続く場合、時々、操舵室の外に出て外

気に当たるなどして居眠りに陥らないようにすること。 

・機械や装置の作動状況を適切に確認すること。 

 


